
指定管理施設の管理運営状況等に係るモニタリング結果 様式7

１　指定管理施設の管理運営状況
（１）施設の状況

（２）収支の状況 （単位：円）

※指定管理業務及び自主事業に係る収支状況です（団体全体の収支状況ではありません）。

（３）利用の状況

令和3年4月1日～令和8年3月31日 E-mail norinshinko[@]city.kiryu.lg.jp

評価対象期間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

所在地 桐生市相生町三丁目560番地の5

施設名称 桐生広域林業会館 所管課 農林振興課

指定管理者名 桐生広域森林組合

問合せ先

電話 0277-46-1111(内線568)

指定期間

事務費 29,979

光熱水費 370,301

指定管理業務内容
(1)　会館の使用の許可に関すること。
(2)　会館の施設及び設備等の維持管理に関すること。
(3)　その他施設の管理上、市長が必要と認める業務

収入 支出

指定管理料 1,182,000 人件費 30,600

収入合計 1,182,000 支出合計 1,182,000

委託料（管理費） 856,161

指定管理者負担分 △ 105,041

使用料収入(円)
(市納付額)

利用料収入(円)
(指定管理者収受額)

令和2年度 令和3年度 令和4年度

年間利用者数(人) 638 810 948



２　モニタリング結果（所管課による評価）

評価の視点 評価項目
【参考】
指定管理者
自己評価

所管課
評価

サ
ー

ビ
ス
内
容

利用者対応

服装、あいさつ、態度などの接遇は適切であるか Ｂ Ｂ

利用許可、案内等を迅速かつ適切に行っているか Ｂ Ｂ

利用者に対して設備、備品等を適切に提供しているか Ｂ Ｂ

苦情対応 苦情、要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか Ｂ Ｂ

利用案内 利用方法を分かりやすく説明できる仕組みが構築されているか Ｂ Ｂ

維持管理

清掃、警備、衛生管理等を適切に行っているか Ｂ Ｂ

施設・設備の保守管理、修繕を適切に行っているか Ｂ

Ｂ

サービス内容に関する総括評価 Ｂ Ｂ

評価理由
コロナ禍において、貸館の利用人数制限や研修参加者の健康チェックを遵守するなど柔軟に対応され、利
用者数を増加させている点を評価する。

Ｂ

備品を適切に管理しているか Ｂ Ｂ

ソフト事業
仕様書等に定められた指定管理事業(ソフト事業)を実施しているか Ｂ Ｂ

事業計画書の即した自主事業を実施しているか Ｂ

Ｂ Ｂ

事業計画書に即し、計画的に研修等を実施しているか Ｂ Ｂ

現金管理 利用者からの料金徴収や現金管理等が適切に行われているか

人員体制

仕様書等に従った人員を過不足なく配置しているか Ｂ Ｂ

必要な資格、経験等を有する人員が確保されているか

再委託 再委託の内容は、事前に市の承認を受けており、適切であるか

緊急対応
事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保されているか Ｂ Ａ

緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練等が行われているか Ｂ Ａ

情報公開 情報を適切に管理し、公表する体制が整備されているか Ｂ Ｂ

管理記録
業務日誌などを適切に整備・保管しているか Ｂ Ｂ

点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管しているか

労働条件 労働関係法令を遵守し、労働条件に問題はないか。 Ｂ Ｂ

法令遵守 その他、関係法令、条例等を遵守しているか。 Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

連絡調整
協定書等に従い、各種報告書を市に提出しているか Ｂ Ｂ

市や関係団体との連絡調整を適切に行っているか Ｂ Ｂ

実施体制に関する総括評価 Ｂ Ｂ

評価理由 緊急時の対応について毎年訓練を行っており、対応方法が共有されている。

実
施
体
制

施設管理 開館日や会館時間等を遵守しているか Ｂ Ｂ



３　改善方針（指定管理者に改善を求める事項）

収
支
状
況

経理事務 指定管理料専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理事務を行っているか Ｂ Ｂ

収支状況 収支予算書を比較して、収支状況は妥当である。 Ｂ Ｂ

経営状況 経営状況は安定している。 Ｂ Ｂ

予算執行 予算の範囲内で適切に予算を執行しているか Ｂ Ｂ

経費節減 経費が節減されている。または節減に向けた努力を行っている。 Ｂ Ｂ

収支状況に関する総括評価 Ｂ Ｂ

評価理由 経費削減及び経理事務の適正化に努めている。

総合評価 「サービス内容」、「実施体制」、「収支状況」の総括による総合評価 Ｂ Ｂ

収支状況 引き続き、経費削減に向け、より一層の努力をすること。

その他

評価理由
施設の管理運営状況は「良好」である。
桐生市の豊富な森林資源の活用と林業関係者の拠点として活用されたい。

サービス内容 林業関係の利用者に対して、より一層の質の高いサービスを行うこと。

実施体制 引き続き、施設管理体制を整え管理運営すること。

【評価区分】
項目評価

Ａ(優良) 協定書、仕様書等の内容を遵守し、市の要求水準よりも優れた管理内容である。

Ｂ(良好) 協定書、仕様書等の内容を遵守し、市の要求水準に概ね沿った管理内容である。

Ｃ(課題有) 協定書、仕様書等の内容を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。

Ｄ(要改善) 協定書、仕様書等の内容を遵守しておらず、管理内容の改善が必要である。

総括評価

Ａ(優良) 評価基準が全てＢ以上であり、かつＡが過半数以上である。

Ｂ(良好) 評価基準が全てＢ以上である。（上記以外）

Ｃ(課題有) 評価基準が全てＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 評価基準にＤが含まれている。

総合評価

Ａ(優良) 総括評価が全てＢ以上であり、かつＡが２つ以上である。

Ｂ(良好) 総括評価が全てＢ以上である。（上記以外）

Ｃ(課題有) 総括評価がＣ以上である。（上記以外）

Ｄ(要改善) 総括評価にＤが含まれている。

↓

↓


